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【蘇我運輸区本区】

㊻平休３１３行路の、１１３１Ｍと、千葉運輸区の平休１１３行路の１１２５Ｍを差し替えること。
㊼木更津運輸区泊りについては、実質の睡眠時間が、男性４時間未満、女性３時間未満となること
から、睡眠時間の拡大をすること。

２．交番順序の１組および２組の枠を交換すること。また、休日については、特休・公休の順とす
ること。

【蘇我運輸区京葉派出所】

１．蘇我運輸区京葉派出所運転士行路は以下の通りとすること。
①平日５７行路は、７００Ｙを東京まで担当後、９０９Ｙ新習志野青入区ま で担当し、乗務終了
とすること。
②平日７６１行路は、７８２Ｙを東京まで担当後、９３１Ｙ新習志野入区まで担当すること。
③平日７６行路は、１５４１Ｅを新習志野まで担当し、乗務終了とすること。
④平日８３行路は、乗出しを１５４１Ｅ新習志野での乗り継ぎ交代からとし、海浜幕張折返し１７
４０Ｅを担当すること。
⑤平日７９行路は、乗出しを西船橋までの便乗、西船橋から１５０５Ｅの担当とすること。また、
１９４１Ｅ担当前の行き先地時間を拡大すること。
⑥平日７７行路は、１３１１Ｅを東京まで、折り返し１５１０Ｅを西船橋まで担当後、１７４２Ｅ
の担当とすること。
⑦平日７８行路は、１４１９Ｅを東京まで、折り返し１６１８Ｅを西船橋まで担当後、１５４３Ｅ
に便乗とする。
⑧休日５８行路は、１８２６Ｙ東京まで、折り返し１９２７Ａ蘇我まで担当後、２２０６Ｙを担当
すること。

⑨休日５６行路は、１８３６Ｙ東京まで担当後、２０２５Ａ～５０２５Ａ担当し、君津泊とするこ
と。

２．多客臨５６１行路（舞浜臨）を定期行路とすること。


